
1

われわれ病理医は，患者の死に際し，病理解剖と

その後の臨床・病理カンファランス（CPC）を通して，

臨床医とともに，診断・治療の適切さを点検し，医療

の改善に生かす努力を日常的に行っている．

また，遺族への解剖結果の説明などによって，遺族

の医療に対する理解のために，直接的に貢献して

いる．

日本病理学会
患者の死に対する病理医の役割

患者の死

臨床病理検討会
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医療関係者
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病理解剖
病理医，主治医

病理解剖報告書
病理医

病死と病理解剖

主治医，病理医に
よる説明

症例毎の剖検の有用性　89％
福井ら「剖検所見の内科臨床研修へ
のフィードバックに関する調査」日内
誌85:122, 1996

死因，病気の経過
についての理解

診断・病態の分析
医療行為の反省
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1. 診療関連死は，すべて速やかに調査機関に届出を行
い，医療過誤死である場合にのみ，調査機関から異状
死として警察に届け出る．

2. 診療関連死のうち医療事故死，過誤死の疑いのあるも
のは，解剖（原則として病理解剖）に基づく調査を行う．

3. 調査機関の報告書を懇切に遺族に解説する医学アド
バイザーを配置する．

4. 調査機関の中央組織として，事例収集・分析センターを
設置し，再発防止のための提言を行う．

「診療行為に関連した死亡」についての

死因究明等のあり方

ー 基本原則 ー

院内調査
委員会

病 理医 臨床医・評価医

医療事故・過誤死の監査

行政処分
刑事手続き

調査機関

事例収集・分析センター

遺 族

医療過誤死

診 療関連死

届出

診療関連死の類型化

再発防止策の提言

医学アド
バイザー

報告書

医療評価 ・ 再発防止策

裁判外紛争処理

医療機関

情報提供
院内調査

原則１

原則３

原則４

原則２

法医学，法律関係者
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「診療関連死」とは，医療機関での診療中に生じた死で，
通常の病死以外のものを指す．

現代の医療では，疾患も複合的で，診断，治療行為は複
雑なものになっているため，死亡直後に合併症死，事故
死，過誤死に振り分けるのが困難である．

このため，これらの区別なく，診療関連死はすべて，調査
機関に届出を行うべきである．

診療関連死調査組織は，診療関連死の報告を受け付け，
調査の必要性について判断する．

「診療関連死」　の届出

合併症死，事故死，過誤死の分類

基本原則１

医療事故死，過誤死の疑いがある事例，あるいは遺族が
調査機関での調査を強く希望する場合は，死因究明のた
めの調査に進むべきである．

明らかな過誤に基づく医療過誤死と判断された事例に限っ
て，評価終了後に，「異状死」として警察への届出を行う．

１．医療過誤死のみが異状死としての診療関連死である．
その他の診療関連死は異状死の範疇から除くべきで
あり，警察への届出を必要としない．

２．死亡診断書に，調査機関への届出を明らかにする項
目を設け，医療機関が死亡診断書を発行できるものと
する．項目名については，「合併症等」とすることが考
えられる．

提 言
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診療関連死の評価に用いる解剖は，従来から行われて
きた病理解剖あるいはその延長線上にあるもので，医療
機関外で発見された不審死に対し行われる法医解剖で
はない．

医療事故死，過誤死の疑いは

原則として病理解剖に基づく調査を行う

現在，解剖の代替ないし補助的手段としてオートプシー
イメージングなどが模索されているが，とりわけ確定的
な医学的事実を基礎としなければならない調査，評価に
当たって，評価が定まらない方法を用いることは，かえっ
て混乱を招く恐れがある．

基本原則２

新たな所見が
得られた

裏付けが
得られた

新所見は
少なかった

70%

19%

11%

死因を確定

死因を推定

判断を確証33%

11%

26%

死因究明における解剖の有用性

加治，深山による未発表データ

モデル事業　東京地区27事例の分析
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医療における解剖の比較

なしありなしなし法的効力

－なし主治医
病理医

地域評価委員会遺族への
説明担当

検案書鑑定書遺族への開示
（報告書）
症例報告

遺族・申請機関
（報告書）
一般（報告書概要）

情報開示の

形態

－意見書ＣＰＣ立会い，評価臨床医の
関与

法医学
（監察医）

法医学病理医，主治医病理医，法医学，
臨床立会医

解剖担当者

東京都警察・検察病院モデル事業
（第三者機関）

　 主 体

公衆衛生犯罪捜査死因・病態解明死因解明，再発防止　 目的

死因不明の
死体

犯罪の疑いの
ある死

病死診療過程での
予期しない死

　 対象

行政解剖司法解剖病理解剖
モデル事業

における解剖

４．調査機関は，遺族からの強い調査希望がある場合を
含め，届け出られた事例から解剖が必要な事例を振
り分ける決定を下すことができる．この際，医療機関
は情報をすべて調査機関に提供する旨の誓約をす
るとともに，院内調査委員会の結果を速やかに調査
機関に対し，報告しなければならない．

５．以上の過程は，評価終了時点で法医学専門家，およ
び司法関係者による監査を受けることとする．

３．事例が発生した当該医療機関における病理解剖も，
調査機関からの医療専門家の立会いを条件に，診
療関連死の評価を前提とした解剖として認めることと
する．なお，解剖施設等の運営には十分な財政的な
裏づけが必要である．

提 言
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医学，病理学の術語や表現には，説明に多くの時間を要
するような複雑な事象を背景にしているものがあり，遺族
が評価報告書の内容を理解するにあたって大きな障壁と
なっている．

医学アドバイザーの配置

６．調査機関とは別個に，遺族のための医学アドバイザー
を養成し配置する．医学アドバイザーは，遺族の求め
に応じて報告書の解説を行って理解を補助し，さらに
裁判外紛争解決に関する相談にも助言を与えるもの
とする．また，このような制度に関して，国民への十分
な広報活動を行う．

基本原則３

提言

事例を分析し，積極的な再発防止策を提言できる機関は
現在存在しない．今回提案するこのセンターでは，報告書
がどのように用いられたか，遺族の不信が解消したかな
どについても調査を行い，システムの一層の改善を図って
いけるようにする．

事例収集，分析センターの設置

再発防止策の提言

７．調査機関の中央組織として，事例収集・分析センター
を設け，事例を類型化し，積極的な再発防止策を提
言し，一般に公開する．さらに，医師を対象とした医
療評価のための研修，教育プログラムを開発，提案
する．

基本原則４

提 言
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病理医 臨床医・評価医

医療事故・過誤死の監査

調査機関

診療関連死

緊密な連携体制

病理専門医

指導医

各学会専門医

評議員

出向制度

調査件数の予測
40x10 = 400件
1,000～10,000件？

調査機関の設計にあたっての問題

1928名

財政基盤

法医学，法律関係者

現在の認定基準
臨床研修，病理解剖最終診断報告書50例以上，
専門医試験における解剖報告書作成実地試験．

診療関連死の調査・分析を担う人材の育成

病理専門医

診療関連死解剖に関するプログラムの必修化

臨床評価医

臨床研修におけるCPCレポートの充実

臨床専門医：認定，更新時の医療評価トレーニング
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二次医療圏（人口30万人，半径16km）において
　病院20施設，診療所200施設，病床4000床
　医師数 688，麻酔科医数 17，病理医数 5

今後の事業推進にあたっての問題点 ：病理医の不足
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対策案

日本 　　アメリカ 日本 　　アメリカ

病理解剖の減少 医療訴訟の増加

医療への不信

病理解剖・ＣＰＣの充実

遺族への説明

調査機関による
死因究明・医療評価

「病死」 「診療関連死」


